
 

資料１０ 
廃棄物処理法における事業系ごみに関する規定及び体系 ３.事業系ごみの適正処理の方法 

 (１)産業廃棄物（一般廃棄物処理基本計画の対象ではない） 
  ⇒産業廃棄物収集運搬許可業者・処分許可業者と個別に委託契約して処理 １.事業系廃棄物とは 

 (２)事業系一般廃棄物 ○廃棄物処理法では、廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分される 
  ⇒事業系一般廃棄物の処理方法は 2通り ○一般廃棄物は家庭系と事業系に分類され、事業系一般廃棄物は、事業系廃棄物のうち産業廃棄物を

除いたものをいう    ①収集運搬許可業者と委託契約を結び、市の処理施設で処理 
   ②事業者自らが市の施設へ直接搬入し処理 ○事業系一般廃棄物は、産業廃棄物と定められている廃棄物以外で種類や量に関わらず事業活動の上

で、発生するごみ全てを指し、事業活動とは、会社、商店や工場、さらに学校、官公署などの公共サ

ービスを行っているところも含まれる 
 
■参考 廃棄物処理法における事業系一般廃棄物の処理（収集）についての考え方 
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　　事業系一般廃棄物
事業活動によって生じた廃
棄物のうち，産業廃棄物以
外の廃棄物

　　　　産業廃棄物
事業活動によって生じた廃
棄物のうち，法律で定められ
た廃棄物

 
 
２.事業者の責務（廃棄物処理法第三条） 

①事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において処理すること 
②事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用等を積極的に行い、減量化に努めること 
③物の製造、加工、販売等に際して、その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難となら

ないようにすること 
④廃棄物の減量のほか、適正な処理の確保に関し、国及び地方公共団体の施策に協力すること 
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【原則１】一般廃棄物については市町村が処理責任を有する（法第６条の２） 

【原則２】事業者の自己処理責任（法第３条） 

  →事業者の自己処理責任は、市町村の処理責任の下で、なるべく自らの手で処理する

よう努めるほか、一般廃棄物処理基本計画に従い、市町村の行う処理に協力するこ

と、市町村の指示を受けることを意味する。 

■参考 
廃棄物処理法施行令で定め

る産業廃棄物（20種類） 
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃ア

ルカリ、廃プラスチック、紙くず、

木くず、繊維くず、動植物性残渣、

動物系固形不要物、ゴムくず、金

属くず、ガラスくず・コンクリー

トくず及び陶磁器くず、鉱さい、

がれき類、動物のふん尿、動物の

死体、ばいじん類、上記 19種類の

産業廃棄物を処分するために処理

したもの 

 ただし、 
●市町村自らその区域の全域にわたって、すべて直接又は委託によって一般廃棄物の処理（収集）

を行うことが困難である場合、業者に許可を与えて処理（収集）させることができる 
●排出事業者が廃棄物を自ら処理できない場合は、許可業者に処理（収集）を委託できる 

 
 
 
 
 
 
 
４．事業系ごみの種類別の処理・搬入先 

※1　食料品製造業などの特定業種から排出されるものは産業廃棄物

※2　建設業や木製品製造業などの特定業種から排出されるものは産業廃棄物

古紙類
　新聞紙，段ボール，ＯＡ
紙，雑誌・雑紙，紙パック

生ごみ（厨芥類）※1

　食品の食べ残し，売れ
残り，調理残渣等

ペットボトル

廃プラスチック類
　発泡スチロール,弁当
の容器，カップめん等の
容器包装，ビニール袋等

木くず※2

梱包木材，剪定枝木

缶・金属類
（金属くず）

びん類

蛍光管・電池

一般のごみ
【可燃ごみ】
　使用済みのティッシュ，
リサイクルできない紙な

ど

【不燃ごみ】
　文房具，食器類，木製
家具など

古紙リサイクル業者へ
（市焼却施設で搬入規制）

産業廃棄物の許可業者
へ処理を委託

市の処理施設
（焼却・破砕）

リサイクル業者へ
リサイクルできない場合
は，市の処理施設でも受け
入れ

 
※食品残渣については、「食品リサイクル法」で業種別に再生利用率の目標値が設定されている 


